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◇ 串 原 寛 治 ◇ 

○議長（村松  積） ２番、串原寛治君、質問を許します。 

○２番（串原 寛治） ２番、日本共産党の串原寛治です。 

先ほど来、施政方針でもお話がありましたけれども、今年は年が明けてから何度も大雪

に見舞われて寒い冬となりましたけれども、また原油高による燃料の高騰があり、一層寒

さも感じられる年明けとなってしまいました。 

そんな中で高齢者や非課税世帯等への灯油代の補助、いわゆる思いやりの福祉灯油が県

内の８１ほとんどすべての自治体で実施されました。このような異常な灯油などの値上が

りを受けて、各自治体が緊急の対策を行ったわけですが、今回初めての自治体も多いと思

います。 

それぞれ金額は１世帯５千円から１万円というところですが、その中におきまして下條

村ではご承知のように、１９９３年より他町村に先駆けて年末灯油配布事業としてずっと

実施しておられます。下條村では、従来の１世帯灯油１８リットル２本から３本に増やし

て、直接該当する方にお届けするというようなことで徹底されておりまして、大変すばら

しいことだと思います。 

今回は、半額を国で交付税措置するということですが、２０年度におきましてもこの施

策は引き続き充実させ実施されるように要望いたします。 

それでは先に通告してあります２つの質問に入らせていただきますが、最初に年末の議

会におきまして村長から表明のありました１１棟目のメゾンの住宅建設についてであり

ますけれども、先ほどの施政方針でも「状況を見極めながら実行する」ということであり

ましたので、その点あるいは宮嶋清伸議員、宮嶋怡正議員からも質問がありましたので、

幾分質問変えていきますけれども、今１０年を過ぎまして１０建てられて入れ替わりはあ

りますけれども、空き部屋はないとこういうふうに聞いております。 

この１０年間、当初の計画からこの間にどんなふうに変わってこられたか、あるいはそ

の成果をどのように評価されているか。先ほどもありましたけれども、ありましたらお答

えいただきたいと思います。 

それから状況を見極めながらということで、必ずやるというお話でもなかったわけです

けれども、それでは天竜峡辺のことを見極めておるけれども、１１棟目はするのかどうか、
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その辺もちょっともう少しお聞きしたいと思うわけであります。 

それから先ほど子育て大賞をいただいたというお話がありまして、出生率その他すばら

しい数字が出ておるわけですけれども、伊藤村長のメゾン住宅は子育ての柱だと報道され

ておるわけです。 

そこでちょっと一度立ち止まって考えてみなければならないと思いますけれども、どう

いう人たちが若者住宅に入っていただいておるかといいますと、７割の方が下條村に何ら

かのつながりのある方であると聞いております。それから子供さんが生まれて保育園児も

今１５０名とか聞いておりますけれども、これからこのままでいいのかということであり

ます。 

先ほど定着率の話もありましたけれども、今メゾンの１０棟で子供さん０歳児から２０

歳までが約１６０名くらいおられると聞いておりますけれども、そのうち０歳児から小学

校入学前までが約１３５名、全体の集合住宅の子供さんの中で約８４％。それから小学校

１年から２０歳まではといいますと約２６名、１６％と圧倒的に６歳児以下の子供さんが

多いわけです。 

これは１０年かけてだんだんと住宅を建設してきましたから、その子供さんがだんだん

小学校に入ってきてこれからそのバランスが変わってくるのではないかとも見えます。し

かし、メゾンは空き部屋待ちだということですけれども、入れ替わった方が６４戸あるそ

うなんですけれども、その入れ替わった理由が出身地に戻ったとか、あるいは戻るに関し

てはその子供さんが小学校に上がる時期などが多いというふうに聞いております。どこへ

移ったかといいますと、村内の実家あるいはその実家の隣に家を建てて入った方が１７名

ほどと聞いております。 

また、村の分譲住宅を建てて入ってという方が２名、こんなふうに聞いております。そ

うしますと先ほどの３０％という数字が大体出てくるわけですけれども、残りの方４５名

が７０％の方は村外にいってしまうというのが現状です。 

確かに何もしなくては減ってしまうということがありますのですけれども、せっかくこ

れ子育て支援、中学生までの医療の無料化といっても、ちょっと後半の方は思いとは裏腹

になってしまうのではないかと思います。 

他方先ほど話もありました分譲住宅ですけれども、こちらの方は入られた方あるいは村
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でも企画されたり、時間もお金もかかって苦労されておると思いますけれども、こちらは

５８戸建てられたというふうに聞いております。こちらは確実の村の住民になっていただ

いたのではないかと思います。 

例えば新中原団地ですと、３１戸のうち２名が下條の方で残りが村外の方だということ

で、確実に人口増に貢献しておられると思います。今大原団地もちょっと１５区画のうち

半分くらいとお聞きしておりますんですけれども、ぜひこれを、分譲住宅が増えていって

くれた方がいいのではないかと思っております。 

ついでにというか１戸建ての村営住宅の方もちょっとお聞きしましたんですけれども、

教員住宅を除くと４７戸くらいあるそうですけれども、こちらは若者もおりますけれども、

もう少し上の方もおられるということで、定住１０年以上住んでおられる方もあって、定

住傾向が強いと。それは平成５～６年に建てられたと思いますけれども、少し間仕切りと

いうか部屋の多いというところがありまして、そういうこともあるのかな、入りやすいの

かなと思いますけれども、今小学生入学前の子供さんが３割、７歳から２０歳まで７割近

くと、ここも人口が増えているというようなそんな感じになっております。 

それでこの定住ということ、あるいはメゾンの若者住宅ということ、この定住率につい

てもう少しお考えがあればお聞きしたいと思います。 

今日本の人口は減少し始めておりますけれど、若者住宅が悪いとはいいません。しかし、

１０棟建てましたので、これからは下條村だけが子供が増えるということは考えられませ

ん。物事は１０年が一区切りともいわれますので、今ここで一度立ち止まって本当にまだ

建て替える必要があるのか。それから今建物がたくさん建ちますとだんだん老朽化とか維

持管理するのに経費がかかるということがあります。こういうことに関してはどのように

お考えになっているのか。 

あるいは下條村の人口増の目標というものが、１０年たってこれからどのように考えら

れておられるのか。１１棟目がそれだから必要という必要性はなんなのか、この辺のこと

をお聞きしたいと思います。 

次に、特定健康診査、特定健診というそうですけれども、これについて質問をいたしま

す。 

これは国で決められた制度ですけれども、今までのヘルススクリーニング、これは総合
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健診ですけれども、これからメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に、これに限定

した特定健診に変わるそうです。 

医療保険は、４０歳から７４歳までの加入者全員に特定健診と特定健康指導が行わなけ

ればならないようです。 

私これ見ましたら、必須項目というのが確か３２から１６に減っちゃうというふうにな

っております。このように限定された健診については、その理由またそれについてどのよ

うに考えられておられるか見解をお聞きしたいと思います。 

この健診につきましては、５年後に受診率を、これは村の関係ですと国保加入者だけで

すけれども、６５％を達成しないとペナルティーがつくとなっております。現在総合健診

を受診をされる方がもっと多いかと思ったのですけれども、３７％とお聞きしております

けれども、これにはいろいろな方が含まれておるようでありまして、国保の方だけですと

１６.９％という受診率が出ているようであります。 

これを対象の４０歳から７５歳までの方に６５％以上受診してもらうことはなかなか

大変だと思いますけれども、受診率を上げる対策をどのように考えておられるかお聞きし

ます。 

また、福祉課の方にお聞きしますと、健診は今まで検査をして最後に診察をしていたも

のですけれども、これが逆回りになって、最初に診察を行って、それにより必要な検査を

行うことになるそうですけれども、ここでは７５歳以上の人は健診は努力義務ということ

で、例えば血圧を下げる薬を飲んでいたりすると、治療しているので健診の必要がないと

して、もう機械的に判断するそうですが、それではほかの病気を見逃す可能性があります。 

７５歳以上でも本人が希望すれば検査が受けられる。その費用は、県の後期高齢者医療

広域連合から補助金が出る等に聞いておりますけれども、いかがでしょうか。この辺を確

認いたしたいと思います。 

次に、健診の内容ですけれども、メタボリック対策として、腹の周り、腹位の測定が加

わり、男性では８５センチ以上、女性で９０センチ以上がメタボリックの人としてカウン

トされるそうですけれども、その測定が増えただけでほかは今までの検査項目が減ってお

るわけであります。病気の芽を見つけて早期発見早期治療ができにくい状態になってしま

うと思っております。むしろ項目を限定したことによって、見落とされて医療費の抑制に
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逆行するという恐れさえあります。 

ぜひ今まで同様の検査を行うべきであると思いますので、村独自の対策として一般会計

で予算をもっていただいて、検査項目を増やす、個人負担をなくすという方向で検討いた

だきたいと思いますが、村長の見解をお聞きいたします。 

また、これに関係すると思いますが、集団検診については今までと同じであるのかどう

かお聞きしたいと思います。 

それから受診率のことを言いましたけれども、メタボリックと認められた人たちを減ら

すために健康指導と、それにより具体的な成果を上げなければならないとされているよう

ですけれども、２０１５年までに糖尿病や生活習慣病になっている人、その予備軍を２

５％減らすことが目的だそうです。当人はもちろんのことですけれども、指導する方も仕

事量が増えますしなかなか大変だと思いますが、どのように対策を考えておられるかお聞

きをいたします。 

以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（村松  積） 伊藤村長、答弁願います。 

○村長（伊藤 喜平） 串原議員の質問にお答えいたします。 

質問が広範囲、しかもこれは小手先というか表面だけの議論をやっておると、ちまちま

した議論になるわけでございまして、これは根本にかかわる問題でございますので、その

ことについてちょっと触れさせていただきますと、若者定住住宅建設の目的、その成果に

ついては大体申し述べました。 

ここで足りないということは、人口の減る社会というのがどういうもんであるかという

ことをお考えいただきたいと思いますけれども、私調べてまいりましたら、下條村は昭和

２５年には６，４１２人おったということでございます。それから毎年５年ごとに５００

人、それから３０年から３５年の間に９００人、４０年には５００人、４５年には５００

人ということで、どんどんどんどん減って、この流れが止まらないということでございま

す。 

そこで私は自営業でございましたけれども、役場に掛け合って「こんなことをしておれ

ば集落として成り立ちませんよ」と「なんとか役場も一生懸命考えにゃいけないじゃない

か」と言ったんですけれども、これは時代的な背景で、役場というのはそんなもんだ。そ
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うして「しょうねえな、それは我々のやるとこじゃない、県がやり国がやり特に商工会あ

たりが一生懸命やってもらわにゃしょうないな」というようなことで、歯牙にもかけなか

ったという。これはその役場が悪いんじゃなしに時代的背景がそうであったということで、

私は議会に出て、なんとかしなければいけないなというのがこの道の発端でございます。 

本当に商売やっておる者、農業やっておる者、本当にあの人はおってもらいたいなとい

う人がみんなバスに乗り遅れてはいけないということで飛び出ていってしまうこの現状、

これはいくつも原因がありますけれども、特に養蚕これが戦後は輸出産業の最大の花形で

ございましたけれども、これがナイロンに取って代わられ、それからもともと産業構造の

変化のする時でございましたので、そういうことで一時は本当に村がいつまでもつのかな

という大変な状況があって、それと今と比べてみるとマクロ的に見るとお分かりいただけ

るのかなと思っております。それはピンポイントでなくて、総合的にやったということ。 

それから最初に当初に灯油の問題が出ました。あれは１５年度ほど前からやっておりま

す。あの記事が大々的に出た時に、なんでこれが今記事になるのかなということでござい

まして、村は独居老人ほかに対して灯油をずっと配りつけておったのが今評価もされてお

らないですけれど、普通になったということでございます。これも先ほどの村民の皆さん

のまた「だめだだめだ」というけれど、「こうだよ」ということで言っていただきたいと

思います。 

定着率については、お話のとおりでございます。 

問題は、できないという理論はいくらでもできるんだけれども、どうやってやるかとい

う理論が行政には足りないわけでございます。何もしなければ周辺の町村と同じでござい

まして、増えるのは高齢化率だけ。そして減るのは人口と。これが世の常でございます。 

そこで１１棟目のお話もありました。先ほど申しましたように、今非常に予測を立てに

くいとこ。それから新たに天竜峡時又区間の目の覚めるような開発地域が身近なとこにで

きたということになると、従来の考えでは非常に危険であるということで、私は本来は建

てたいなと思うんですけれども、当初から言っておるように外的要因がどう変わるか分か

らないというところで今躊躇しておるわけでございます。 

これはあそこで開発が思うようにできなかったら私は必要性であると思って大いにや

っております。 



 －15－

定着率悪いと言ったって３０％の定着率ならいいわけでございまして。 

それからどっか松川から来て、うちの近くで「もう親父さんもお袋さんも弱ってきたか

らうちへ帰ってこいと。土地作ってやるぞ」というような例もあるわけでございますけれ

ども、あの感じやすい時代に下條村に育ち下條村の空気を吸ったと人というのは、そこら

へ散っていっても下條の応援団であり陰の理解者になると、このくらいの気持ちでやって

いただくということと同時に、大変だ大変だというんですけれども、地方交付税でぴっち

り見てくれる分もあるわけでございますので、そこのところを一つミクロ的に考えるので

なしに、ロングスパンで考えることが必要かなと思っております。 

それからちなみに家賃収入はお分かりのように年間６，８００万入ります。これ小泉首

相の時に、までは地方総合整備債か、地総債というのがありました。これはなんに使って

もいいよということでございまして、これだけの事業にすると７５％は充当になる。この

５５％がこちらの７５％の５５％が交付税で補てんしますよという有利な事業があった

わけでございまして、これでやると家賃は一銭もいただかなくても次から次に建っていく

ということでございますけれども、平成１３年度に小泉純一郎様が、こんなばかな補助金

はだめだということでやってしまったわけでございます。この政治の変革と国の状況を見

ておれば無理はないかと思いますけれども、そういう計算もできるということ。 

それからなんかすぐもう老朽化してしまうということのご心配のようでございまして、

私も一応コンクリートについては調べてみました。 

諸説、要するにこの歴史も浅いのか知りませんけれども、ある文献から引きますとロー

マ時代からあって、今日までいいようなことから、１００年くらいから効果が落ちていく

であろうが、いろいろあります。コンクリートの歴史は、古代ローマ時代からでき、今日

まで水道橋やいろいろの方でやっておるとか、なかなかそうして。 

水につけると中のカルシウムが抜けるから、若干もろくなる可能性があるということ。

今度反対に乾燥しすぎると、余り乾くところでも良くないよというような別の資料もある

わけでございまして、議員も建設会社におって、議員の作った堰堤が今壊れたとかぼろぼ

ろになってしまったというようなことはないと思います。 

これちなみに論より証拠ということでございまして、昨日橋を調べに行ってまいりまし

た。陽皐の旧道でございますけれども、合原から手塚原に抜ける橋でございますけれども、
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２９年６月、５４年経過しております。欄干はさすが５４年の歴史があるなということで、

ある程度ぼろぼろになっております。路面は、傷一つない。それからこの橋の下の桁を見

てみますとまだコンクリートパネルの傷までそのまんま残っております。新品同様でござ

います。 

手塚原の橋、伊藤鉄鋼の向こうの橋も調べました。４６年、これもすべて同じでござい

ます。新井の橋５２年、これもまたきれいそのものでございます。 

それから最後の新井の中にもう一つ金山の前の橋がありますけれども、これも４２年間

経過しておりますけれども、きれいそのものでございます。 

こうした屋外のものというのは、極寒の、今年みたいな極寒の時も耐え、それから熱暑

の時、４０度に近い時にも耐え、それからしかも今は重量制限ありますけれど、当時は３

０トンくらい積んだ車がぶんぶん通ったわけでございますが、それにも耐えてびくともし

ないということになりますと、住宅というのは今の生コン、重量配合が水分補正をしてき

ちっとした完全な生コンで作っておるわけでございます。当時はみんなだるまでございま

す。だるまで吉川工業から砂利を持ってきてどこからコンクリート持ってきてやった橋で

もそういう状態でございますが、きちっとした鉄筋も入り建物。こういう建物で、屋根ま

でコンクリートでございます。 

そうして屋根にはおき屋根ということで、ガルバリウム鋼板か、２０年もつか３０年も

つか。そして雨どいはステンレスで作ってあります。その他の配管はほとんど硬質ビニー

ル。それからもう一つ蛇腹になったあれは都合のいいもんだと思うんですけれども、水道

を這わせるのは床の下を這わせております。 

それでしかも表面は陶器で、要するに外気と遮断しておる。雨風にさらされるという状

態でないということになり、入っておるものは人間だけでございますので、相当私はもつ

と思います。せめて１００年はもつと思いますけれども、１００年先のことはいえないん

ですけれども。 

そして中の維持費でございますけれども、入居者の責任においてやる、例えばクロスに

傷つけちゃったりいろいろしたものは、全部敷金３カ月もらっておるんでその範囲でやっ

てしまいます。 

そういうことでございまして、そんなに目くじら立てて心配をすることはないのかなと
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思います。 

特定健診でございますけれども、平成１６年には国民医療費は３２兆１，０００億とい

う。毎年１兆円ずつ増えておるというこの現実。１人当たり８千円ずつ増えておると、こ

の現実は見逃すことができないと思います。 

もう１つは、これからまださらに長寿化社会で高齢者が出てくる。それを補っていく少

子化時代で補っていく分母がいなくなってしまうというこの現実。これは完全に進行する

わけでございますので、そこんとこをご理解いただき、そのうちの３割を占める生活習慣

病、メタボリック症候群、その医療費の中で３割がメタボリックに使われておるというこ

と。これは集中的にそこにターゲットを当てるということは、私はある程度やむを得ない

ことかなということでございます。 

そこで今いろいろ問題がありますけれども、これは努力するしか、自覚して努力する以

外にはないわけでございます。そしてまたその中にヘルススクリーニングも取り組みなが

らやっていかなければいけないと思います。 

そして国保に対しては６５％、社保に対しては７０％のカットということでございます

けれども、この目標は私はどうしても完遂していかなければいけないと思います。そうす

ると国保会計も楽になる、国の会計も楽になる。本人が楽になるということでございます。

健診をやろうやろうというと「しょうないで受けてやるか」と。こういう方向になるわけ

でございますけれども、そんなことで私は基本的にはこれしかないのかなということと同

時に、ヘルススクリーニングもこれからの問題としてやっていかなければいけないという

ことと、胃健診や大腸健診、婦人科健診は今までどおり行うということでございます。医

療行為というのは１０％であり２０％３０％の負担でできるわけでございます。 

それでフォローアップの特定保健指導については、仕事量は若干増えるわけでございま

すけれども、保健指導の対象者は減るということでございます。 

そこで実際の場面に当たってみて、もしどうしても大変であればそれはまたそれの対応

していかなければいけないということでございます。 

そういうことでご理解いただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（村松  積） ２番、串原寛治君、再質問ありましたら。串原寛治君。 
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○２番（串原 寛治） 若者住宅のことは今お話がありましたけれども、住宅の広さというのは

２ＬＤＫということで私は住んだことありませんけれども、やっぱり部屋としては２つで、

あとはお勝手とか台所ということで、広さが限られております。そうしますとやっぱり若

者定住ということで、子育て施策で大勢入って、子供さんも生まれるわけですけれども、

二部屋あると夫婦の部屋と子供の部屋ということで、当然子供さんがその一部屋でという

ことになると限られてそう長くはおられない、こういうことは避けられないなと思います。 

今１１棟目は、天竜峡辺のことを考えながら考えるということで、１１棟目はやります

ということだと思いますけれども、私はぼつぼつさっきお話ししましたように、人口をど

のくらいにもっていくかという具体的な数字はなかったわけですけれども、どこかに終わ

りがあるんじゃないかなと。建物建っていくということは修理費もそんなにかからないと

は言いますけれども、１／３の方が村外に行かれるということでしたら今のままでも私は

十分ではないかなと、そういう気がしたのでお聞きしたわけです。 

それでじゃあ何かということですけれども、私はやっぱり分譲住宅それを主に進めてい

ただくのがいいと思いますけれども、それもなかなか手間暇かかることですので、私は集

合住宅はとりあえず中止するということで、その予算を分譲住宅の方に使うということと、

もう１つはよそから来ていただくということがメインになっちゃうんでは、それも１つで

すけれども、ここ出た方の３割が村の実家あるいは近くへ住まれるということですので、

そういうことから考えますと、やっぱり村の人の定住率を良くするということで、例えば

この費用で実家の近くへ土地を買った人は補助をするとか、あるいは新築された方はその、

企業誘致というような話も先ほどありましたけれども、そういうものに所得税の補助をす

るとか、あるいはそこまでお金かけれないけれども親の住んでいる家へ建て増しをすると

か、改修をするとか、そういうことがあれば費用を補てんするというようなことも私は考

えられるんではないかと思います。 

それから集合住宅といいますと、やっぱり一定のところにたくさん建ってしまいますん

で、中にはその空き家という、使えないのはだめですけれども、空き家のあるところもあ

るんではないかと思います。そういうところへも入っていただく方には、改修費を例えば

１００万でしたら５０万補てんするとか、そういうことをやって、確実に住んでいただけ

る方を増やしていくとか、そんなことも考えていただきたいと思います。 
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それから特定健診のことは、今までの集団健診のことは同じである等に理解をいたしま

したけれども、私さっき健診については、ぜひ村で予算を盛っていただいて個人負担をな

くするようでお願いしたいという質問をいたしましたので、それについてはいかがである

かちょっとお聞きをしたいと思います。 

それから検査項目は減っておるということで、ぜひ上乗せというか追加をしてやってい

ただきたいなと思うもので、ちょっと名前申し上げますと私、例えば今人工透析の患者さ

んも多いわけです。これについては血清クレアチニンの検査というのがありますけれども、

これが抜けております。この数値が悪化しますとその人工透析をする方が増えてしまうと

いうことで、これに関しては腎臓なんかですとこの間のテレビでもありましたけれども、

腎臓機能が低下することによって、それによって引き起こされる脳血管障害であるか心臓

病という患者が多いということでありましたので、これもちょっとショックだったんです

けれど、こういうことがありますけれども、早くにチェックをすると食事療法で直せると

いうことがありましたんで、この検査項目なんかはぜひ加えていただきたいなと思うわけ

です。 

それからあとは若い人から年配の方まで大勢おられる痛風の方のチェックをする、尿酸

値の検査なんかも抜けております。こういうのもぜひ加えてだきたいなと思います。 

以上答弁お願いします。 

○議長（村松  積） 村長、答弁願います。 

○村長（伊藤 喜平） 医療の細かいことについては私分かりません。ところが私は、後期高齢

者の県の副会長という立場でございます。議論には参加しております。 

まだ完全に煮詰まったという状態でないわけでございまして、これからこういう声を大

にしていただいて対応していただくように私もやるつもりでございます。 

それから簡単にその「税金を補てんしなさい。補てんしない。」と言うんですけれども、

税金というのは公費でございます。家を直すんだ、そら家を建てるんだ、こういうふうに

簡単に割り切ることは、これは国としても非常に、県としても疑問視をしておるわけでご

ざいますので、私も例えば今１番議員が「そいじゃ付けちゃった火災報知器はどうするん

だ」というようなお話、そのことですらそういう問題が起きるわけでございますので、そ

れはちょっとできないのかなと。 
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それと「健診の個人負担をなくしてやれば健診を受けてやるぞ」と。これは先ほど言っ

たように、健診というのは村のためにやるわけではない、県のためにやるわけではない、

本人がより快適な健康な生活を営むために自発的にやるのが私は健診であろうと思いま

す。 

そういうことでございますので、この辺の意識改革をしていただかないと、いくら金が

あっても足りないというようなこと。 

それから空き家、これは言われたとおりでございまして、私ども毎年のようにやってお

ります。ところが空いておっても「お盆に帰ってくる」とか、「なんとかに帰ってくるか

らまずい」ということで、皆さんの目からは空き家、あれもったいないなと思うんですけ

れども、なかなかその該当するものがなかなかないということ。それで「１年だけ貸して

くれ」と言うんだけれども、「人に使っておってもらわんでもうちは」なんていうような

話になるわけでございますので、その辺の実情も分かっていただきたいと思います。 

結論といたしましては、後期高齢者もこの問題も始まったばかりでございまして、まだ

まだ問題点は多々あろうと思います。よりきめの細かい施策を提案しながらまたやってい

くつもりでございます。 

○議長（村松  積） ２番、串原寛治君、再質問。 

○２番（串原 寛治） 健診のことですけれども、これどうしても健診は欠かせませんけれども、

さっき受診率を上げるという話がありました。 

下條ですと秋に一度やっていると思いますけれども、これ大勢の方が受診するためには

時期的なことも考えて１回やるということは大変なことなんで、ぜひもう１回健診日を設

けてもらって、健診をしてもらって健診率を上げるということ。これ一番本人のためなん

ですけれども、そういうこともぜひ考えていただきたいと思います。 

それからさっき子育ての方で、ぜひ村の跡取りというか、外からでなくて中の人たちも

ぜひそこに住んでいただける施策をというお願いをしたわけですけれども、いろいろ飛ん

じゃってあれですが、ぜひその中に子育てということはやっぱり相手がおらないとなかな

か増えていかないわけでして、村でも独身の方も大勢おられると思いますので、ぜひその

辺も若者の結婚相談というか、そういうことも一段とまた力を入れていただくといいんで

はないかと思います。 
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以上です。 

○議長（村松  積） 答弁は。 

○２番（串原 寛治） 検診のこともありますので、できれば２回に。 

○村長（伊藤 喜平） 細部にわたってまた今できたばかりでございますので、いろいろそうい

う問題点はこれからも組み立ての中で入れていくということ。 

それからなんにいたしましても、若者にお嫁さん、これはもう日本列島永久の課題でご

ざいます。それには若者を入れなければいけない。多くの人が魅力のある下條村にしなけ

ればいけないということ。「下條村へお嫁にいくな」だなんて、昔は相当落ち目でござい

ましたけれども、今は下條村というとそんなにだと思います。 

そういうことでございますので、総合作戦でまたやっていくということで、どっかから

も連れてきてさあお前どうだと、こういうわけにはいかないわけでございますので、ソフ

トランディング、そして下條村に誇りを持って住めるような下條村にすることが、すべて

解決するということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（村松  積） 昼食の時間でございますけれども、引き続きまして一般質問の方を行い

たいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 


